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新スリム計画の位置づけと法体系等について 
 

１ 新スリム計画の札幌市における位置づけ 

 新スリム計画から抜粋 

 

 

２ 法体系 

 国の資料から抜粋（R3.8.23 中央環境審議会社会部会プラスチック資源循環小委員会） 

 

 

食品ロス削減法 

（R1.10 施行） 

すべての主体に呼び掛ける法 

札幌市気候変動対

策行動計画 

札幌市産業廃棄物

処理指導計画 
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３ ＳＤＧｓについて 

「持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド」（環境省資料）から抜粋 

 廃棄物関係は、「12 つくる責任 つかう責任」が一番関連するゴールとなる。 
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その他に関連する目標は、次のとおり 
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